
 
  

  

 
 
 熱海健康福祉センターでは、県民の皆さんに

ただき、障害のある人の社会的自立を促す各種

 

社会の中で普通に働き
仕事がしたい、 

そして自立し社会
―障害のある人の切なる思

精神障害者就労講演会 平成

人の立場（家族）、精神に障害のある人の暮ら

立場、精神に障害のある人を雇用する企業の立

など関係機関が連携して、事業者に対する講演

知識の普及啓発を行うとともに、精神に障害の

ために本事業に取組みました。 

 

－ 安全で快適な観光都市をつくろう －
障害のある人の就労について理解してい

施策を進めています。 

たい、 

参加したい！ 

い― 

17 年２月 22 日於ひぐらし会館 

 
しかしながら、県内の障

害のある人の雇用状況

は、県内民間企業障害者

雇用率が3年連続で低下

するなど厳しい状況が

続いています。 
 こうした中で、精神障

害者の社会復帰及び社

会経済活動への参加な

ど社会的自立を促す対

策の一環として通院リ

ハビリテーション事業

等の円滑な推進を図る
 
講師の杉山直也先生（財団法人復康会社会復帰部長）
ため、精神に障害のある

しを支える福祉の立場、就労支援をする

場、そしてそれらを取り結ぶ行政の立場

会等を開催し、精神障害に対する正しい

ある人の雇用を促進する機運を醸成する



“毎月開催”のセンター相談業務など 
 熱海健康福祉センターでは、毎月、心の健康相談やデイケア、エイズの検査などを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●保健所デイケア 
 精神障害者の方が、レクリエーションや料理など、 
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★断酒会 
 断酒会はアルコール依存症からの回復を

めざす方たちのグループです。断酒を目的と

する方たちが、励ましあって断酒を続けてい

ます。 

【開催日】毎月第２火曜日19:00～21:00 

【会 場】県熱海総合庁舎 

 問い合わせ先 保健福祉課 0557-82-9120 
５月 
日 月 火 水

１ ２ ３ ４ 

楽しみながら社会復帰

を進める活動として、デ

イケアを行っています。 

【開催日】毎週木曜日 
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◎こころの健康相談 
 ストレス等による心身

Ｅエイズ検査 
 ＨＩＶ感染の有無を調べる抗体検査を

（熱海と伊東で交互 

 に開催） 

【会 場】熱海健康福 

 祉センター／伊東 

 市の「はばたき」 

 問い合わせ先 

保健福祉課

0557-82-9120 

【開催日】毎月熱海、伊東で１

     時間 13:30～15:00

【会 場】熱海健康福祉センタ

 問い合わせ先 保健福祉課 0
の不調を感じたり、眠れな

い、イライラする、人間関

係がうまくいかない方々

を対象に、精神科医による

相談を実施しています。 

回ずつ開催（不定期） 

（予約制） 

ー／伊東市保健センター 
水 木 金 土 
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557-82-9120 
行っています。 

【検査日】毎月第２火曜日 

     （４月は第３火曜日） 

【時 間】9:00～11:30（予約制） 

【対象者】感染が心配な方はどなたでも

  受けることができます。匿名で受け

  られますのでプライバシーは守られ

  ます。 

【料 金】原則無料 

 問い合わせ先 



温泉施設の掲示が変わります 

 皆さんは温泉施設へ出かけた時に、脱衣室等に温泉の成分や浴用の注意等が掲示さ

れているのをご覧になったことはありますか。 

 今回、温泉法の施行規則が改正(H17.2.24 公布 H17.5.24 施行)され、温泉施設では従

来の掲示内容に加えて、さらに以下の４項目を表示することになりました。 

温泉に関する情報をより一層利用者の方に提供するための制度です。皆さんも、温泉

施設へ出かけたら、脱衣室等の掲示内容をよくご覧ください。（施行日以降が義務とな

ります） 

 

追加項目 

①温泉に加水している場合は、その旨の表示と加水の理由 

②温泉を加温している場合は、その旨の表示と加温の理由 

③温泉を循環させている場合は、その旨の表示（ろ過を実施している場合はその旨

も掲示する）と理由 

④使用している入浴剤の名称又は実施している消毒方法（該当する場合） 

 

 

ＢＣＧ予防接種制度が変わります 

      －大切な子供を結核から守ろう－ 

 過去の病気と思われがちですが、結核は国内で毎年約３万人以上の新規患者が報告さ

れ、年間約 2,300 人の死亡者を出している再興感染症です。本年４月より結核予防法が

改正されました。新制度でのポイントは次のとおりです。 

 ＢＣＧ予種の対象が、従来の「４歳に達するまで」から「生後６ヶ月に達するまで、

これにより難い場合には１歳に達するまで」の乳児に変わります。これはＢＣＧ接種が

より効果的なものになるように、生後のできるだけ早い時期に接種することをねらった

ため、また新制度では従来接種に先立って行なわれていたツベルクリン反応検査を省略

した「直接接種」を導入して接種を受けやすくしますが、それが安全に行なわれるよう

にするために、乳児に接種を限定したためです。 

 生後のできるだけ早い時期にＢＣＧ予防接種を実施することにより、乳幼児期の髄膜

炎（ずいまくえん）や粟粒結核（ぞくりゅうけっかく）等の重症結核を予防するという

大きな目的があることを理解し、大切な子供を結核から最大限守りましょう。 

  ※髄膜炎、粟粒結核・・・肺の結核が広がり、結核菌が血管の中に入り込み、大量の菌が全 
   身にまき散らされると、粟粒結核（全身性の結核）や結核性髄膜炎（髄膜炎）になること 
   があります。 

 

クロスワード・パズルへの応募、ありがとうございました。 
 湯けむり第４号で実施した「食品衛生クロスワード・パズル」に多数のご応募をいた

だきありがとうございました。正解者の方の中から抽選で図書券を送らせていただきま

した。なお、正解は「ケンコウシズオカ」（健康静岡）でした。 

 




